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第３２回総会の開会に先立ち、御報告申し上げます。 
本日の出席委員は、在任委員１２名のところ１１名であります。 
よって、浜中町農業委員会会議規則第８条の規定により、本総会が成立してお

りますことを御報告申し上げます。 
なお、押切委員については、出席できない旨の連絡が事前にありましたことを

申し添えいたします。 
以上でございます。 
 
おはようございます。 
平成２６年は穏やかな幕開けでしたが、先般の暴風雪は、全国各地で大きな被

害があり、近隣町村でも生乳の集荷が滞り１００トン余りの生乳が廃棄されたと

いうことで、現在、生乳の需給がひっ迫しているときだけに、誠に残念な結果だ

と思います。 
幸い本町ではそういうことがなかったわけですが、小中学校が３日間にわたっ

て休校になったということで、それだけ長い間暴風雪が続いたのだと実感してお

ります。 
本州方面でも、普段降雪量が少ないところで大雪に見舞われ、交通機関がまひ

しているというニュースも飛び込んできております。この時期にかかわらず、気

象的な災害が多発する傾向になってきており、単なる異常気象という言葉では済

まされないような、地球的な変化が起きてきているのかなという感じもしている

今日この頃でございます。 
さて、皆さん御承知のように、２月２２日からＴＰＰ閣僚交渉が再開しました。

日米の溝がなかなか埋まらないということで、今回も不調に終わるのかなという

予測をしておりますけれども、アメリカは何としても関税の撤廃を主張しますし、

公約違反ではありますが、日本はかなり譲歩の姿勢を示しているようで、何とか

交渉成立に向けて頑張っているようですけれども、結果はなかなか甘くない状況

のように思われます。 
私なりには、この際ＴＰＰ交渉から脱退するという決断も一つの選択肢ではな

いかと思っておりますけれども、なかなかうまくいかないのが現実のようです。

国益というからには、何とか我々の農業に対して影響のないような決着を望みま

すが、それはそれとしながら、私たちはそういったものに備えるべき態勢を自ら

構築していく必要があるのだろうと思いますし、先代たちが築いてきた浜中ブラ

ンドをより高度なものにしていき、浜中酪農の発展のために、我々委員会として

も、それぞれの持っている立場から努力をしていかなければならないと思ってい

るところでございます。 
それでは早速、総会の審議に入っていきますが、皆様には慎重審議を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。 
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日程第３ 議事録署名委員の指名を行います。 
本日の議事録署名委員は、会議規則第７０条の規定により、議長において、５

番熊谷委員、６番小椋委員を指名いたします。 
 
日程第４ 会期の決定を議題とします。 
本総会の会期は、本日１日としたいと思います。これに御異議ございませんか。 
 
（異議なしの声） 
 
異議なしと認めます。 
よって、本総会の会期は、本日１日といたします。 
 
日程第５ 会務の報告をいたします。事務局長より申し上げます。 

 
（会務報告あるも省略） 
 
会務報告が終わりましたが、本日の議案関係以外で質疑があれば、これを受け

ます。 
 
（質疑なしの声） 

 
質疑がないようなので、これで、会務報告を終わります。 
 
日程第６ 報告第１号農業経営基盤強化促進事業（利用権設定等促進事業）に

よる農用地利用関係調整報告についてを議題とします。提案の理由を事務局より

申し上げます。 
 
報告第１号農業経営基盤強化促進事業（利用権設定等促進事業）による農用地

利用関係調整報告について、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 
農業経営基盤強化促進法第１３条第１項では、「農業委員会は認定農業者から

農用地について、利用権の設定等を受けたい旨の申出又は農用地の所有者から、

利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨等の申出があった場合には、それ

らの申出の内容を勘案して認定農業者に対して利用権の設定等が行われるよう、

農用地の利用関係の調整に努めるものとする。」とされています。 
本案につきましては、先月の総会において、所有権移転によるあっせんの申出

のありました１件の調整報告でありますが、整理番号１の権利の設定をする者は、

浜中西２線○○番地、○○○○氏、対象地は茶内西３線○○○番ほか○○筆、○

○万○，○○○㎡で、権利の設定を受ける者を○○○○○○○○○○○ ○○○ 
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○○○○○○に決定し、○月○日に、本件の調整委員である農地部会により現地

調査及び土地の評価を行い、本町が定める標準価格に基づき算定し、価格の算定

方法、算定額の説明を行い、最終的には双方の了承を得ることができました。 
ここに、調整委員の報告に基づき、御報告申し上げるものでございますので、

よろしく御承認くださるようお願いいたします。 
 
事務局から提案理由の説明が終わりました。 
ここで、調整に当たった農地部会のほうから補足して報告があれば、これを受

けたいと思います。 
６番小椋委員。 
 
（補足説明あるも省略） 
 
ありがとうございました。他の委員さんはよろしいですか。 

 
（なしの声） 
 
ないようなので、これから、質疑を行います。 
ここで、○○○○委員と○○○○○○○委員は、会議規則第１０条の規定によ

り議事参与の制限に該当しますので、退席願います。 
 
（○○委員、○○委員退席、退室） 
 
報告第１号の質疑ありませんか。 
 
（質疑なしの声） 
 
質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、採決いたします。 
本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 
 
（異議なしの声） 

 
異議なしと認めます。 
よって、本案は、原案のとおり承認されました。 
 
（○○委員、○○委員入室、着席） 
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日程第７ 議案第１号農用地利用集積計画作成要請についてを議題とします。 
提案の理由を事務局より申し上げます。 

 
議案第１号農用地利用集積計画作成要請について、提案の理由及びその内容を

御説明申し上げます。 
農業経営基盤強化促進法第１３条第４項では、「農業委員会は、農用地の利用

関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、

農用地利用集積計画を定めるべきことを、町長に対し要請するものとする。」と

しております。 
本案は７件の作成要請で、整理番号１は、○○○○○○ ○○○○○○○所有

地○○筆、面積○○万○，○○○㎡に係るもので、この土地を茶内西５線○○番

地、○○○○氏に賃貸借による利用権の設定を行おうとするものであります。 
次に、整理番号２は、○○○○○○ ○○○○○○○所有地○筆、面積○万○，

○○○㎡に係るもので、この土地を茶内西２線○○番地、○○○○氏に賃貸借に

よる利用権の設定を行おうとするものであります。 
次に、整理番号３は、○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○所有地○

筆、面積○万○，○○○㎡に係るもので、この土地を姉別南６線○○番地、○○

○○氏に賃貸借による利用権の設定を行おうとするものであります。 
次に、整理番号４は、○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○所有地○

筆、面積○○万○，○○○㎡に係るもので、この土地を姉別南○○○番地○、○

○○○氏に賃貸借による利用権の設定を行おうとするものであります。 
次に、整理番号５は、○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○所有地○

筆、面積○○万○，○○○㎡に係るもので、この土地を姉別南５線○○○番地、

○○○○氏に賃貸借による利用権の設定を行おうとするものであります。 
次に、整理番号６は、○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○所有地○

筆、面積○万○，○○○㎡に係るもので、この土地を姉別南６線○○○番地、○

○ ○氏に賃貸借による利用権の設定を行おうとするものであります。 
次に、整理番号７は、○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○所有地○

○筆、面積○○万○，○○○．○○㎡に係るもので、この土地を○○○○ ○○

○○○○○○○○に賃貸借による利用権の設定を行おうとするものであります。 
以上、それぞれ関係者の同意により、新たな権利を設定し、農用地利用集積計

画を定めるべく、町長に要請しようとするものでありますが、詳細につきまして

は、農地係長より説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いいたし

ます。 
なお、本案については、議案関係資料の調査書のとおり、農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項第１号から第４号のそれぞれの要件を満たしておりますこ

とを申し添えいたします。 
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（詳細説明あるも省略） 
 
事務局から提案理由の説明が終わりました。 
本案については、議事の都合上、整理番号１と２を先に採決し、続いて整理番

号３から順に質疑を行います。 
まず、整理番号１の質疑ありませんか。 
 
（質疑なしの声） 
 
質疑なしと認めます。 
次に、整理番号２の質疑を行います。 
 
（質疑なしの声） 
 
質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、採決いたします。 
整理番号１について、本案は、原案のとおり決定することに御異議ありません

か。 
 
（異議なしの声） 
 
異議なしと認めます。 
よって、整理番号１は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号２を採決いたします。 
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 
（異議なしの声） 
 
異議なしと認めます。 
よって、整理番号２は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号３から順に審議していきますが、ここで、○○○○委員と○○

○○○○○委員は、会議規則第１０条の規定により議事参与の制限に該当します

ので、退席願います。 
 
（○○委員、○○委員退席、退室） 
 
これから、整理番号３の質疑を行います。 
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（質疑なしの声） 
 
質疑なしと認めます。 
次に、整理番４の質疑を行います。 
 
（質疑なしの声） 
 
質疑なしと認めます。 
次に、整理番号５の質疑を行います。 
 
（質疑なしの声） 
 
質疑なしと認めます。 
次に、整理番号６の質疑を行います。 

 
（質疑なしの声） 
 
質疑なしと認めます。 
次に、整理番号７の質疑を行います。 
 
（質疑なしの声） 
 
質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、整理番号順に採決いたします。 
整理番号３について、本案は、原案のとおり決定することに御異議ありません

か。 
 
（異議なしの声） 
 
異議なしと認めます。 
よって、整理番号３は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号４を採決いたします。 
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 
（異議なしの声） 
 
異議なしと認めます。 
よって、整理番号４は、原案のとおり可決されました。 
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次に、整理番号５を採決いたします。 
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 
（異議なしの声） 
 
異議なしと認めます。 
よって、整理番号５は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号６を採決いたします。 
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 
（異議なしの声） 
 
異議なしと認めます。 
よって、整理番号６は、原案のとおり可決されました。 
次に、整理番号７を採決いたします。 
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 
（異議なしの声） 
 
異議なしと認めます。 
よって、整理番号７は、原案のとおり可決されました。 
 
（○○委員、○○委員入室、着席） 
 
日程第８ 議案第２号農業経営基盤強化促進事業による農用地買入協議につ

いてを議題とします。提案の理由を事務局より申し上げます。 
 
議案第２号農業経営基盤強化促進事業による農用地買入協議について、提案の

理由及びその内容を説明申し上げます。 
農業経営基盤強化促進法第１３条の２第１項では、「農用地の所有者から農業

委員会に所有権移転の申出があり、当該農用地を含む周辺地域における農用地の

保有並びに利用の状況及び将来の見通し等からみて、効率的かつ安定的な農業経

営を営む者に対する農用地の集積を図るため、農地保有合理化法人又は農地利用

集積円滑化団体による買入が特に必要であると農業委員会が認めるときは、市町

村長に対し、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が買入を行う旨の

通知をするよう要請ができる。」とされています。 
本案につきましては１件の買入協議でありますが、整理番号１は、浜中西２線

○○番地、○○○○氏所有地に係るもので、○月○○日付けで所有権移転の申出 
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があったものでありますが、調整委員を農地部会に決定し、部会で調整した結果、

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○による買入が必要と判断し、ここ

に町長に対し、農用地の買入協議に係る要請書を提出しようとするものでありま

す。 
以上、提案の理由及びその内容を御説明申し上げましたが、詳細につきまして

は農地係長より説明いたしますので、よろしく御審議くださるようお願いいたし

ます。 
 
（詳細説明あるも省略） 
 
事務局より提案理由の説明が終わりました。 
これから、質疑を行います。 
ここで、○○○○委員と○○○○○○○委員は、会議規則第１０条の規定によ

り議事参与の制限に該当しますので、退席願います。 
 
（○○委員、○○委員退席、退室） 
 
議案第２号の質疑ありませんか。 
 
（質疑なしの声） 
 
質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、採決いたします。 
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 
（異議なしの声） 
 
異議なしと認めます。 
よって、本案は、原案のとおり可決されました。 
 
（○○委員、○○委員入室、着席） 
 
日程第９ 議案第３号贈与税納税猶予等に関する証明についてを議題としま

す。提案の理由を事務局より申し上げます。 
 
議案第３号贈与税納税猶予等に関する証明について、提案の理由及びその内容

を御説明申し上げます。  
贈与税の納税猶予制度は、農地の細分化防止と農業後継者の育成を税制面から 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
各 委 員 
 
議 長 
 
 
 
各 委 員 
 
議 長 
 

支援するために設けられた制度でありますが、その概要は、租税特別措置法第７

０条の４第１項において、「農業を営む者が、農地の全部を、後継者である推定

相続人の一人に贈与した場合は、後継者に課税される贈与税の納税が猶予され、

贈与者又は受贈者のいずれかが死亡した時には、その税額は免除する。」と規定

されております。 
なお、納税猶予を受けるためには一定の要件があり、一つ目として「農地等を

取得した日における年齢が１８歳以上であること。」、二つ目として「農地等を取

得した日まで引き続き３年以上農業に従事していたこと。」、三つ目として、「農

地を取得した日以後、速やかに農業経営を行うと認められること。」とされてお

り、さらに、「既に納税猶予の適用を受けている者が引き続き猶予を受けようと

する場合は、３年ごとに納税猶予継続届出書の提出を要し、その際には農業委員

会の証明が必要である。」とされております。 
今年度においては、別紙に記載する８名が対象となっておりますが、ただいま

御説明の「引き続き農業経営を行っていることの証明」を受けた後、来月１５日

までに釧路税務署及び釧路総合振興局に対し「納税猶予継続届出書」の提出を要

するため、ここに提案した次第でございます。 
以上、提案の理由及びその内容を御説明申し上げましたので、よろしく御審議

くださるようお願いいたします。 
 
事務局から提案理由の説明が終わりました。 
これから、質疑を行います。 
ここで、○○○○委員は、会議規則第１０条の規定により議事参与の制限に該

当しますので、退席願います。 
 
（○○委員退席、退室） 
 
議案第３号の質疑ありませんか。 
 
（質疑なしの声） 
 
質疑なしと認めます。 
次に、討論を省略し、採決いたします。 
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 
（異議なしの声） 
 
異議なしと認めます。 
よって、本案は、原案のとおり可決されました。 



 
 
 
 
 
事 務 局 長 
 
 
 
 
議 長 
 
 
 
各 委 員 
 
議 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（○○委員入室、着席） 
 
日程第１０ 次回総会日程を事務局より提案いたします。 
 
次回総会日程については、３月２８日、金曜日を提案したします。 
なお、時間については、東山先生の来庁時間により、午前の開催になるのか、

午後からの開催になるのか、現在のところ未定でございますので、時間が決定次

第追って連絡したいと思います。 
 
事務局から提案がありましたが、次回総会日程については、３月２８日、金曜

日とし、時間については、決定次第連絡いただくということでよろしいでしょう

か。 
 
（異議なしの声） 
 
異議がないようなので、次回総会日程については、３月２８日、金曜日という

ことで決定いたしました。 
 
以上で、本総会に付議された案件は、全部終了いたしました。 
これで、第３２回浜中町農業委員会総会を閉会いたします。 
御苦労さまでした。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
閉会時刻 午前１０時４５分 
 
 
 
上記会議の顛末を記載し相違なき事を証するため署名捺印する。 

 
 
 
 
 

浜中町農業委員会   会長 鈴 木   誠 
 
 

浜中町農業委員会   ５番 熊 谷 唯 志 
 
 

浜中町農業委員会   ６番 小 椋   守 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



農業経営基盤強化促進法第１８条第３項調査書 

 

第３２回浜中町農業委員会総会 

議案第１号 整理番号１ （賃貸借） 

 

譲受人 ○ ○  ○ ○ 譲渡人 
○○○○○○ 

○○○○○○○ 
作成者 農地係長 中山正教 

法第１８条の条項 判 断 の 理 由 適合 

第３項第１号 

（基本構想適合） 

農用地利用集積計画内容が基本構想に適合す

るものと認められる。 
する 

第３項第２号イ 

（全部効率利用） 

権利が設定・移転される農用地を含む、耕作

又は養蓄の事業に供すべき農用地のすべてに

ついて、効率的に利用して耕作又は養蓄の事

業を行うことと認められる。 

する 

第３項第２号ロ 

（農作業常時従事） 

耕作又は養蓄の事業に必要な農作業に常時従

事すると認められる。（農業生産法人及び第２

項第６号に規定する者は除く） 

する 

第３項第３号イ 

（継続的安定的農業経営） 

第２項第６号に規定する者である場合は、地

域の他の農業者との適切な役割分担の下に継

続的・安定的に農業経営を行うと見込まれる。 

する 

第３項第３号ロ 

（法人の場合の常時従事） 

第２項第６号に規定する者が法人である場合

は、その法人の業務を執行する役員のうち１

人以上の者がその法人の行う耕作又は養蓄の

事業に常時従事すると認められる。 

─ 

第３項第４号 

（共有持分の同意） 

①利用権の設定等を受ける土地毎に、譲受人

と譲渡人のすべての同意が得られている。 
─ 

第３項第４号 

（共有持分の 1/2 を超える 

同意） 

②５年以内の期間を対象とする利用権の設

定・移転をする場合であって、当該土地の共

有持分（所有権）のうち、所有者である貸人

の共有持分の同意が２分の１を超えて得られ

る。 

─ 

 

 

 



農業経営基盤強化促進法第１８条第３項調査書 

 

第３２回浜中町農業委員会総会 

議案第１号 整理番号２ （賃貸借） 

 

譲受人 ○ ○  ○ ○ 譲渡人 
○○○○○○ 

○○○○○○○ 
作成者 農地係長 中山正教 

法第１８条の条項 判 断 の 理 由 適合 

第３項第１号 

（基本構想適合） 

農用地利用集積計画内容が基本構想に適合す

るものと認められる。 
する 

第３項第２号イ 

（全部効率利用） 

権利が設定・移転される農用地を含む、耕作

又は養蓄の事業に供すべき農用地のすべてに

ついて、効率的に利用して耕作又は養蓄の事

業を行うことと認められる。 

する 

第３項第２号ロ 

（農作業常時従事） 

耕作又は養蓄の事業に必要な農作業に常時従

事すると認められる。（農業生産法人及び第２

項第６号に規定する者は除く） 

する 

第３項第３号イ 

（継続的安定的農業経営） 

第２項第６号に規定する者である場合は、地

域の他の農業者との適切な役割分担の下に継

続的・安定的に農業経営を行うと見込まれる。 

する 

第３項第３号ロ 

（法人の場合の常時従事） 

第２項第６号に規定する者が法人である場合

は、その法人の業務を執行する役員のうち１

人以上の者がその法人の行う耕作又は養蓄の

事業に常時従事すると認められる。 

─ 

第３項第４号 

（共有持分の同意） 

①利用権の設定等を受ける土地毎に、譲受人

と譲渡人のすべての同意が得られている。 
─ 

第３項第４号 

（共有持分の 1/2 を超える 

同意） 

②５年以内の期間を対象とする利用権の設

定・移転をする場合であって、当該土地の共

有持分（所有権）のうち、所有者である貸人

の共有持分の同意が２分の１を超えて得られ

る。 

─ 

 

 

 



農業経営基盤強化促進法第１８条第３項調査書 

 

第３２回浜中町農業委員会総会 

議案第１号 整理番号３ （賃貸借） 

 

譲受人 ○ ○  ○ ○ 譲渡人 
○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○ 
作成者 農地係長 中山正教 

法第１８条の条項 判 断 の 理 由 適合 

第３項第１号 

（基本構想適合） 

農用地利用集積計画内容が基本構想に適合す

るものと認められる。 
する 

第３項第２号イ 

（全部効率利用） 

権利が設定・移転される農用地を含む、耕作

又は養蓄の事業に供すべき農用地のすべてに

ついて、効率的に利用して耕作又は養蓄の事

業を行うことと認められる。 

する 

第３項第２号ロ 

（農作業常時従事） 

耕作又は養蓄の事業に必要な農作業に常時従

事すると認められる。（農業生産法人及び第２

項第６号に規定する者は除く） 

する 

第３項第３号イ 

（継続的安定的農業経営） 

第２項第６号に規定する者である場合は、地

域の他の農業者との適切な役割分担の下に継

続的・安定的に農業経営を行うと見込まれる。 

する 

第３項第３号ロ 

（法人の場合の常時従事） 

第２項第６号に規定する者が法人である場合

は、その法人の業務を執行する役員のうち１

人以上の者がその法人の行う耕作又は養蓄の

事業に常時従事すると認められる。 

─ 

第３項第４号 

（共有持分の同意） 

①利用権の設定等を受ける土地毎に、譲受人

と譲渡人のすべての同意が得られている。 
─ 

第３項第４号 

（共有持分の 1/2 を超える 

同意） 

②５年以内の期間を対象とする利用権の設

定・移転をする場合であって、当該土地の共

有持分（所有権）のうち、所有者である貸人

の共有持分の同意が２分の１を超えて得られ

る。 

─ 

 

 

 



農業経営基盤強化促進法第１８条第３項調査書 

 

第３２回浜中町農業委員会総会 

議案第１号 整理番号４ （賃貸借） 

 

譲受人 ○ ○  ○ ○ 譲渡人 
○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○ 
作成者 農地係長 中山正教 

法第１８条の条項 判 断 の 理 由 適合 

第３項第１号 

（基本構想適合） 

農用地利用集積計画内容が基本構想に適合す

るものと認められる。 
する 

第３項第２号イ 

（全部効率利用） 

権利が設定・移転される農用地を含む、耕作

又は養蓄の事業に供すべき農用地のすべてに

ついて、効率的に利用して耕作又は養蓄の事

業を行うことと認められる。 

する 

第３項第２号ロ 

（農作業常時従事） 

耕作又は養蓄の事業に必要な農作業に常時従

事すると認められる。（農業生産法人及び第２

項第６号に規定する者は除く） 

する 

第３項第３号イ 

（継続的安定的農業経営） 

第２項第６号に規定する者である場合は、地

域の他の農業者との適切な役割分担の下に継

続的・安定的に農業経営を行うと見込まれる。 

する 

第３項第３号ロ 

（法人の場合の常時従事） 

第２項第６号に規定する者が法人である場合

は、その法人の業務を執行する役員のうち１

人以上の者がその法人の行う耕作又は養蓄の

事業に常時従事すると認められる。 

─ 

第３項第４号 

（共有持分の同意） 

①利用権の設定等を受ける土地毎に、譲受人

と譲渡人のすべての同意が得られている。 
─ 

第３項第４号 

（共有持分の 1/2 を超える 

同意） 

②５年以内の期間を対象とする利用権の設

定・移転をする場合であって、当該土地の共

有持分（所有権）のうち、所有者である貸人

の共有持分の同意が２分の１を超えて得られ

る。 

─ 

 

 

 



農業経営基盤強化促進法第１８条第３項調査書 

 

第３２回浜中町農業委員会総会 

議案第１号 整理番号５ （賃貸借） 

 

譲受人 ○ ○  ○ ○ 譲渡人 
○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○ 
作成者 農地係長 中山正教 

法第１８条の条項 判 断 の 理 由 適合 

第３項第１号 

（基本構想適合） 

農用地利用集積計画内容が基本構想に適合す

るものと認められる。 
する 

第３項第２号イ 

（全部効率利用） 

権利が設定・移転される農用地を含む、耕作

又は養蓄の事業に供すべき農用地のすべてに

ついて、効率的に利用して耕作又は養蓄の事

業を行うことと認められる。 

する 

第３項第２号ロ 

（農作業常時従事） 

耕作又は養蓄の事業に必要な農作業に常時従

事すると認められる。（農業生産法人及び第２

項第６号に規定する者は除く） 

する 

第３項第３号イ 

（継続的安定的農業経営） 

第２項第６号に規定する者である場合は、地

域の他の農業者との適切な役割分担の下に継

続的・安定的に農業経営を行うと見込まれる。 

する 

第３項第３号ロ 

（法人の場合の常時従事） 

第２項第６号に規定する者が法人である場合

は、その法人の業務を執行する役員のうち１

人以上の者がその法人の行う耕作又は養蓄の

事業に常時従事すると認められる。 

─ 

第３項第４号 

（共有持分の同意） 

①利用権の設定等を受ける土地毎に、譲受人

と譲渡人のすべての同意が得られている。 
─ 

第３項第４号 

（共有持分の 1/2 を超える 

同意） 

②５年以内の期間を対象とする利用権の設

定・移転をする場合であって、当該土地の共

有持分（所有権）のうち、所有者である貸人

の共有持分の同意が２分の１を超えて得られ

る。 

─ 

 

 

 



農業経営基盤強化促進法第１８条第３項調査書 

 

第３２回浜中町農業委員会総会 

議案第１号 整理番号６ （賃貸借） 

 

譲受人 ○ ○    ○ 譲渡人 
○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○ 
作成者 農地係長 中山正教 

法第１８条の条項 判 断 の 理 由 適合 

第３項第１号 

（基本構想適合） 

農用地利用集積計画内容が基本構想に適合す

るものと認められる。 
する 

第３項第２号イ 

（全部効率利用） 

権利が設定・移転される農用地を含む、耕作

又は養蓄の事業に供すべき農用地のすべてに

ついて、効率的に利用して耕作又は養蓄の事

業を行うことと認められる。 

する 

第３項第２号ロ 

（農作業常時従事） 

耕作又は養蓄の事業に必要な農作業に常時従

事すると認められる。（農業生産法人及び第２

項第６号に規定する者は除く） 

する 

第３項第３号イ 

（継続的安定的農業経営） 

第２項第６号に規定する者である場合は、地

域の他の農業者との適切な役割分担の下に継

続的・安定的に農業経営を行うと見込まれる。 

する 

第３項第３号ロ 

（法人の場合の常時従事） 

第２項第６号に規定する者が法人である場合

は、その法人の業務を執行する役員のうち１

人以上の者がその法人の行う耕作又は養蓄の

事業に常時従事すると認められる。 

─ 

第３項第４号 

（共有持分の同意） 

①利用権の設定等を受ける土地毎に、譲受人

と譲渡人のすべての同意が得られている。 
─ 

第３項第４号 

（共有持分の 1/2 を超える 

同意） 

②５年以内の期間を対象とする利用権の設

定・移転をする場合であって、当該土地の共

有持分（所有権）のうち、所有者である貸人

の共有持分の同意が２分の１を超えて得られ

る。 

─ 

 

 

 



農業経営基盤強化促進法第１８条第３項調査書 

 

第３２回浜中町農業委員会総会 

議案第１号 整理番号７ （賃貸借） 

 

譲受人 
○○○○ 

○○○○○○○○○○ 
譲渡人 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○ 
作成者 農地係長 中山正教 

法第１８条の条項 判 断 の 理 由 適合 

第３項第１号 

（基本構想適合） 

農用地利用集積計画内容が基本構想に適合す

るものと認められる。 
する 

第３項第２号イ 

（全部効率利用） 

権利が設定・移転される農用地を含む、耕作又

は養蓄の事業に供すべき農用地のすべてにつ

いて、効率的に利用して耕作又は養蓄の事業を

行うことと認められる。 

する 

第３項第２号ロ 

（農作業常時従事） 

耕作又は養蓄の事業に必要な農作業に常時従

事すると認められる。（農業生産法人及び第２

項第６号に規定する者は除く） 

する 

第３項第３号イ 

（継続的安定的農業経営） 

第２項第６号に規定する者である場合は、地域

の他の農業者との適切な役割分担の下に継続

的・安定的に農業経営を行うと見込まれる。 

する 

第３項第３号ロ 

（法人の場合の常時従事） 

第２項第６号に規定する者が法人である場合

は、その法人の業務を執行する役員のうち１人

以上の者がその法人の行う耕作又は養蓄の事

業に常時従事すると認められる。 

する 

第３項第４号 

（共有持分の同意） 

①利用権の設定等を受ける土地毎に、譲受人と

譲渡人のすべての同意が得られている。 
─ 

第３項第４号 

（共有持分の 1/2 を超える 

同意） 

②５年以内の期間を対象とする利用権の設

定・移転をする場合であって、当該土地の共有

持分（所有権）のうち、所有者である貸人の共

有持分の同意が２分の１を超えて得られる。 

─ 

 

 


